
裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人一橋大学（以下「乙」 と

いう。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派

遣に関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項

の規定等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」

という。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学

院において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 と

いう。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこ

の取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合に

は、その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、

派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続する

ことができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3 前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通

知するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の

契約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤

務時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及

びその他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及

びその他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における

国立大学法人一橋大学契約職員就業規則又はこれに相当する内容の規則に定める

ところによる。
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(出張）
／

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事

前に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その

他一切の給与の支払を受けないものとする。

2 前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務

条件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この

派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人一橋大学契約職員就

業規則に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び

派遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法

律（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額

の算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数に

ついて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につ

いて報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方

に対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、

甲と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ

記名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月Iラ日

甲最高裁判所

事務総長 眞堀 田

I乙国立大学法人一橋大学

学 長 中 野 I
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（別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

特任教授（みなし専任教員）

2 教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

令和6年度 4月から7月まで 隔週1日

9月から12月まで 週1日

9月から3月までの間期間内で合計4日程度

その他の期間 月1回程度（2時間程度）

3 教授等の業務を行うべき場所
’

一橋大学国立キャンパス（東京都国立市中2丁目1番地）

4 教授等の業務の内容

（1） 授業の担当
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民事裁判基礎Ⅱ

位×2クラス）

4月～7月、 9月～12月

業13回×2クラス（同一内容の授業を実施）

週あたり1日 （同一曜日）の合計13日及び

される期末試験のための1日。

に再試験・追試験を計1回行う場合には、その

単位数

合和6年氏

授業時間等

’

出勤を要する日

ト

| 1日。
畠
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担当科目 民事裁判基礎I

単位数 2単位（1単位

令和6年度

105分授業

×2クラス）

9月～12月
由

6回×2クラス（同一内容の授業を実施）
授業時間等

上記期間中、週

月に実施される

さらに、 2月に

1日。

あたり1日（同一曜日）の合計6日及び12

期末試験のための1日。

再試験・追試験を計1回行う場合には、その
出勤を要する日

(2) 教授会・カリキュラム編成会畿等への出席の要否

必要[法科大学院教授会（月1回・約2時間） ］

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

ア学生の質問や相談を受け付ける「オフィス・アワー」を設けて、その

業務を行う。

イ (2)のほか、教育内容・方法についての教員間の協議など個別的な打ち

合わせやファカルティ・ディベロップメントに伴う会議に出席する。

ウ 9月から3月の間に、 (1)の「民事裁判基礎I」 「民事裁判基礎Ⅱ」の

学習成果の確認のため、関連する「模擬裁判」の授業において助言等を

実施する。
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(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2 研究費（図書費）の取扱い

派遣裁判官に支給しない。

3 研究室の利用

乙は、派遣裁判官に研究室（電話、 コンピュータを含む。 ）を割り当てる

（2， 3名程度の特任教授の共同利用形態） 。

このほか、供用の教員控え室の利用が可能である。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、事務用品、 コピーカード

等を適宜整備する。
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人筑波大学（以下「乙」とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号｡以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

0

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う｡" ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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●

一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人筑波大学本部等非常勤職員就業規則に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、 この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人筑波大学本部等非常勤

職員就業規則に定めるところによる。

(業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、

名押印の上、その1通を保有する。

甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

令和6年3月(う日

甲最高裁判所

事務総長

ｉ
ｌ

写
群
舜
『
恥
・
・
、
堂
》
６
０
●
。
■
Ｕ
一

Ｊ
□
Ｊ
Ｉ
Ｆ
■
５

■
巳
●
凸
ｐ

■
顕

巳
ヴ
ｗ
ゥ

● ①

Q

哉

｜

’|: ‘

堀 眞田

乙国立大学法人筑波大学

学 長 ‘永 恭田 Ｊ
〆
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間

年間15時間

3教授等の業務を行うべき場所

筑波大学東京キャンパス文京校舎

（東京都文京区大塚8－29－1）

4教授等の業務の内容

(1)授業の担当

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

－5－

担当科目

単位数

－一 七一 －●

法曹倫理Ⅱ
一＝一一一一一一一－－－－－－－－－■マーーーロ一一

0． 5単位

｜

授業時間等

〔授業〕

令和6年度 11月～1月

75分授業10回のうち5回を1クラス

〔オフィス・アワー〕

授業後に、学生の質問や相談を受け付ける「オフィス。
アワー」を設けてその業務を行う

出勤を要する日

上記期間中、 5週に週あたり1日 合計5日

(授業とオフィス・アワーを合わせて、 1日あたり、

3時間）



(別紙第2）

交通費の取扱い
、

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

1

研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

2
、

研究室の利用等 ．

共用の非常勤講師控室及び筑波大学大塚図書館の利用が可能である。

3

また、共用の教員用コピー機の利用が可能である。

I

●
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